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《令和 7 年 5 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 入院患者における次の傷病名に対するアシクロビル【注射薬】（ゾビラ

ックス点滴静注用等）の算定は、原則として認められる。 

 ⑴ 単純ヘルペス、単純疱疹 

 ⑵ 帯状疱疹 

 ⑶ 水痘 

 

○ 取扱いの根拠 

 ゾビラックス点滴静注用の添付文書の効能・効果は、「単純ヘルペスウ

イルス及び水痘・帯状疱疹ウイルスに起因する下記感染症（下記は、免疫

機能の低下した患者（悪性腫瘍・自己免疫疾患など）に発症した単純疱疹・

水痘・帯状疱疹、脳炎・髄膜炎）、新生児単純ヘルペスウイルス感染症」で

ある。 

 当該ウイルスに感染した場合には、周囲の入院中の免疫機能低下患者へ

の感染の拡がりを極力防ぐことが重要である。したがって、入院中の当該

ウイルス感染患者に対しては、速やかかつ強力な治療が必要であり、それ

には本剤の使用が有効と考えられる。 

 以上のことから、入院患者における上記傷病名に対するアシクロビル

【注射薬】（ゾビラックス点滴静注用等）の算定は、原則として認められ

ると判断した。 

 


